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一
我
が
民
法
典
の
随
所
に
見
出
さ
れ
る
「
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ケ
ス
」
 
 

「
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
あ
る
い
は
 
「
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
 
「
対
抗
す
 
 

る
こ
と
が
で
き
な
い
」
 
の
文
言
を
め
ぐ
っ
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
学
説
 
 

の
間
に
理
解
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
右
用
語
が
フ
ラ
ン
ス
法
 
 

に
由
来
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
異
論
が
な
く
、
従
っ
て
、
近
時
の
学
説
は
、
 
 

母
法
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
合
p
p
O
S
a
b
i
≡
か
（
対
抗
可
能
性
）
∀
な
い
し
公
n
l
 
 

宣
誓
d
 
P
ぎ
厨
 
 

誓
裏
豪
註
註
ご
ぎ
き
象
ご
註
●
 
 
 

穿
こ
〒
賀
萱
許
さ
舌
鼓
註
き
竺
計
：
ぎ
き
●
 
 

勺
諷
f
a
e
e
 
d
e
 
p
i
躍
r
e
 
R
p
y
n
岩
d
．
C
O
n
e
き
i
昌
d
r
O
i
t
 
c
i
ま
ー
 
ヽ
 
 

d
i
r
i
乳
Q
 
p
罵
C
h
r
i
s
t
i
巴
－
「
巴
弓
岩
m
♀
S
か
r
i
e
‥
国
t
已
e
ひ
e
t
 
 

r
g
h
①
r
e
F
e
切
．
E
d
一
日
g
n
O
m
i
e
p
、
P
琴
i
Ⅵ
、
－
悪
声
p
p
．
∽
N
〇
．
 
 

マ
ル
ク
・
レ
ゲ
ィ
著
 
 

『
物
権
の
対
抗
可
能
性
 
 
 

i
権
利
の
裁
判
上
の
制
裁
に
つ
い
て
 
－
 
』
 
 

毒
p
O
S
a
b
i
－
i
忘
（
抗
対
不
能
性
）
∀
概
念
の
検
討
を
通
じ
て
、
我
が
民
法
に
お
 
 

2
 
け
る
「
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
（
得
ス
）
」
 
の
内
容
を
明
確
化
し
よ
う
と
試
 
1
5
 
 

み
て
い
る
。
 
 
 

既
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
対
抗
可
能
性
あ
る
 
 

い
は
対
抗
不
能
性
の
用
語
は
、
当
初
に
お
い
て
は
、
我
が
国
に
お
け
る
と
 
 

同
様
、
個
々
の
事
例
ご
と
に
個
別
的
に
理
解
さ
れ
る
、
多
義
的
で
曖
昧
な
 
 

概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
法
 
 

学
説
は
、
そ
れ
ら
個
別
的
事
例
の
帰
納
的
解
釈
に
よ
っ
て
、
対
抗
可
能
性
 
 

な
い
し
対
抗
不
能
性
の
用
語
を
、
統
一
的
・
一
義
的
な
概
念
と
し
て
位
置
 
 

づ
け
つ
つ
あ
る
。
「
対
抗
可
能
性
の
一
般
理
論
（
t
F
か
O
r
i
¢
g
か
n
か
邑
¢
d
こ
g
・
 
 

p
O
払
賢
－
i
t
か
ご
あ
る
い
ほ
「
対
抗
不
能
性
の
一
般
理
論
（
七
宗
象
e
慧
象
邑
e
 
 

d
e
〓
n
O
p
p
O
置
b
i
ぎ
か
）
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
そ
れ
で
あ
り
、
本
書
ほ
、
 
 

主
と
し
て
前
者
の
問
題
を
扱
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
著
 
 

者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
従
来
の
学
説
に
お
け
る
と
多
少
異
な
っ
て
い
る
。
 
 

本
書
の
構
成
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 

緒
 
言
〔
ピ
エ
ー
ル
・
レ
イ
ノ
ー
〕
 
 

序
 
論
 
 

序
 
章
 
物
権
の
排
他
性
 
 

第
一
部
 
物
権
の
対
抗
可
能
性
と
権
利
侵
害
の
制
裁
 
 

策
一
編
 
実
定
法
に
お
け
る
物
権
の
排
他
性
 
 

第
一
章
 
実
定
法
に
お
け
る
物
権
の
排
他
性
の
原
則
の
承
認
 
 

第
二
章
 
排
他
性
原
則
の
領
域
 
 

第
二
編
 
物
権
の
排
他
性
の
射
程
距
離
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第
一
章
 
債
権
の
制
裁
 
 

第
二
幸
 
徳
利
の
制
裁
と
対
抗
可
能
睦
 
 

第
一
部
の
結
論
 
 

第
二
部
 
物
権
の
対
抗
可
能
性
と
権
利
の
衝
突
の
解
決
 
 

第
l
編
 
所
有
権
移
転
に
お
け
る
権
利
の
対
抗
可
能
性
 
 

第
三
早
 
公
示
を
抜
き
に
し
た
、
本
来
的
な
対
抗
可
能
性
 
 

第
二
章
 
所
有
権
移
転
に
お
け
る
公
示
の
影
響
 
 

第
二
編
 
担
保
物
権
の
対
抗
可
能
性
 
 

第
〓
阜
 
不
動
産
担
保
物
権
の
対
抗
可
能
性
 
 

第
二
章
 
動
産
担
保
物
権
の
対
抗
可
能
性
 
 

総
 
括
 
 

文
献
目
録
 
 

索
 
引
 
 

細
目
次
 
 
 

以
下
で
は
、
従
来
の
学
説
と
対
比
す
る
形
で
、
本
書
に
お
け
る
レ
ゲ
ィ
 
 

の
主
張
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
 
 

〓
 
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
対
抗
可
能
性
の
一
般
理
論
」
 
は
、
我
が
国
に
 
 

お
け
る
「
権
利
一
般
の
不
可
侵
性
」
論
と
は
ぼ
同
様
の
も
の
で
あ
り
、
学
 
 

説
は
、
全
て
の
権
利
は
等
し
く
第
三
者
に
対
し
て
不
可
侵
義
務
（
O
g
笥
・
 
 

t
i
O
n
d
ぎ
ま
○
－
p
≡
i
t
か
）
な
い
し
尊
重
義
務
（
d
笥
O
i
r
d
の
r
琵
p
e
e
t
且
を
課
し
、
 
 

第
三
者
の
右
義
務
違
背
＝
侵
害
に
対
し
て
は
、
被
侵
害
法
益
に
相
応
し
た
 
 

制
裁
が
加
え
ら
れ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
理
論
は
、
歴
史
的
に
は
、
 
 

物
権
・
債
権
の
区
別
の
基
準
を
絶
対
権
・
相
対
権
に
求
め
る
一
九
世
紀
古
 
 

典
学
説
の
理
解
を
撤
廃
し
、
物
権
の
絶
対
性
（
＝
対
抗
可
能
性
）
を
契
約
な
 
 

い
し
債
権
に
ま
で
拡
張
す
る
形
で
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
 
 

な
が
ら
、
物
権
の
対
抗
可
能
性
が
債
権
の
そ
れ
に
比
し
て
強
力
な
内
容
を
 
 

有
す
る
こ
と
は
、
今
日
も
な
お
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
故
、
今
日
の
 
 

学
説
の
関
心
は
、
右
差
異
を
説
明
し
得
る
よ
う
な
、
新
た
な
物
権
・
債
権
 
 

の
区
別
の
基
準
を
何
れ
に
求
め
る
か
、
と
い
う
点
に
再
び
向
か
う
傾
向
に
 
 

あ
る
。
他
方
、
こ
の
理
論
は
、
契
約
の
相
対
性
の
原
則
（
仏
民
一
〓
ハ
五
条
）
 
 

と
の
関
連
を
基
軸
に
展
開
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
学
説
の
問
題
意
 
 

識
の
中
心
も
、
一
一
六
五
条
の
規
律
す
る
契
約
の
直
接
的
効
果
（
e
哲
t
苧
 
 

r
¢
e
t
）
（
＝
債
権
的
効
力
 
（
才
3
¢
O
g
撃
t
O
i
r
¢
）
 
な
い
し
請
求
可
能
性
（
采
i
g
T
．
 
 

≡
i
t
か
）
）
の
相
対
性
あ
る
い
ほ
既
判
力
の
相
対
性
と
い
っ
た
、
隣
接
す
る
観
 
 

念
と
の
対
比
に
お
い
て
、
「
対
抗
可
能
性
」
概
念
を
確
定
す
る
こ
と
に
存
 
 

し
た
。
支
配
的
学
説
に
お
け
る
不
可
侵
性
（
訂
5
．
〇
－
p
b
i
－
i
t
か
）
の
構
造
理
解
も
、
 
 

こ
れ
を
通
じ
て
明
確
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
な
今
日
の
学
説
の
一
般
的
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
物
権
の
本
 
 

質
的
属
性
あ
る
い
は
対
抗
可
能
性
の
定
義
に
関
し
て
、
本
書
が
い
か
な
る
 
 

立
場
を
と
る
か
は
、
極
め
て
関
心
の
高
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
 
 

が
ら
、
レ
イ
ノ
ー
も
緒
言
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
本
書
に
お
い
て
、
学
 
 

説
上
の
華
々
し
い
研
究
対
象
で
あ
る
、
物
権
及
び
対
抗
可
能
性
の
基
本
的
 
 

概
念
に
関
す
る
判
断
が
見
出
さ
れ
な
い
こ
と
に
は
驚
か
さ
れ
る
」
（
p
．
ゴ
。
 
 

即
ち
、
序
章
に
お
い
て
、
レ
ヴ
ィ
は
、
従
来
の
学
説
の
採
用
す
る
演
繹
的
 
 

な
方
法
論
、
つ
ま
り
、
物
権
の
一
般
的
定
義
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
設
定
じ
 
 

た
上
で
、
こ
れ
を
具
体
的
事
例
に
当
て
は
め
る
手
法
は
成
功
し
て
い
な
槍
 
 王53   
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と
し
、
現
に
実
定
法
転
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
「
物
権
の
対
抗
可
能
性
 
 

の
最
も
明
示
的
な
特
性
（
p
r
野
島
邑
諾
巴
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
 
 

て
こ
そ
、
物
権
・
債
権
の
対
抗
可
能
性
の
相
違
を
明
確
化
し
得
る
と
説
く
 
 

（
n
。
p
p
－
－
含
。
同
様
に
、
対
抗
可
能
性
と
他
の
隣
接
概
念
と
の
比
較
論
 
 

も
ま
た
、
問
題
解
決
転
と
っ
て
大
き
な
助
け
と
は
な
ら
な
い
と
し
、
対
抗
 
 

可
能
性
の
観
念
は
、
こ
れ
が
現
実
に
制
裁
と
し
て
発
動
す
る
と
こ
ろ
の
 
 

「
訴
訟
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
L
と
主
張
す
る
（
n
。
↓
、
p
．
－
ゴ
。
 
 

我
が
国
の
議
論
転
引
き
寄
せ
て
い
う
な
ら
ば
、
要
す
る
に
、
レ
ゲ
ィ
ほ
、
 
 

物
権
的
請
求
権
の
訴
訟
上
の
行
使
の
事
例
の
検
討
を
通
じ
て
、
物
権
の
対
 
 

抗
可
能
性
の
内
容
ほ
明
ら
か
に
な
る
、
ま
た
そ
の
限
り
で
充
分
で
あ
る
と
 
 

考
え
る
。
 
 
 

か
か
る
観
点
か
ら
、
著
者
は
、
破
毀
院
判
例
に
現
れ
た
対
物
訴
訟
の
事
 
 

例
を
系
統
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
物
権
の
対
抗
可
能
 
 

性
の
特
性
を
帰
納
的
に
導
こ
う
と
す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
破
毀
院
判
例
 
 

に
現
れ
た
対
物
訴
訟
の
事
例
は
、
次
の
二
つ
の
弊
型
に
集
約
さ
れ
る
。
そ
 
 

の
第
一
は
、
物
権
の
客
体
に
対
す
る
物
理
的
な
侵
害
（
ね
き
e
i
n
邑
の
場
合
で
 
 

あ
り
、
具
体
的
に
は
、
他
人
の
土
地
の
侵
害
、
あ
る
い
は
、
地
役
権
を
俊
 
 

幸
し
た
建
築
の
事
例
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
二
は
、
物
権
が
他
の
権
利
と
 
 

衝
突
（
g
n
≠
賢
）
し
た
場
合
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
我
が
国
に
い
わ
ゆ
る
l
一
重
 
 

譲
渡
紛
争
の
事
例
で
あ
る
。
前
者
は
「
第
一
部
・
物
権
の
対
抗
可
能
性
と
 
 

権
利
侵
害
の
制
裁
」
に
お
い
て
、
後
者
は
「
第
二
部
・
物
権
の
対
抗
可
能
 
 

性
と
権
利
の
衝
突
の
解
決
」
 
に
お
い
て
、
各
々
考
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

か
か
る
手
法
は
、
レ
イ
ノ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
非
常
に
プ
ラ
グ
マ
テ
 
 

ィ
ツ
タ
」
（
p
．
ゴ
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
で
あ
り
、
ま
た
、
と
り
わ
け
そ
 
 

こ
で
の
判
例
の
検
討
に
お
い
て
「
著
者
は
卓
越
し
た
才
能
を
発
揮
」
（
p
．
望
 
脱
 
 

す
る
（
ち
な
み
に
、
著
者
ほ
本
チ
ー
ズ
の
審
査
後
、
コ
ン
セ
イ
エ
・
デ
タ
及
び
破
毀
 
 

院
付
ア
ヴ
ォ
カ
（
写
O
C
p
t
）
に
就
任
し
て
い
る
）
。
 
 
 

な
お
、
付
言
す
る
な
ら
ば
、
我
が
国
で
は
、
前
者
の
事
例
ほ
、
物
権
的
 
 

請
求
権
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
指
 
 

し
て
、
物
権
の
「
対
抗
可
能
性
」
と
は
一
般
に
い
わ
な
い
。
他
方
、
後
者
 
 

は
、
我
が
国
に
お
い
て
は
「
対
抗
問
題
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
し
か
し
な
が
 
 

ら
、
そ
こ
に
い
う
「
対
抗
L
な
る
用
語
は
、
物
権
的
請
求
権
の
行
使
と
い
 
 

う
意
味
で
は
用
い
ら
れ
て
ほ
い
な
い
（
そ
し
て
、
後
述
の
如
く
、
か
よ
う
な
用
 
 

語
法
の
ず
れ
が
、
我
が
国
に
お
い
て
対
抗
要
件
主
義
の
基
本
的
構
造
を
見
誤
ら
せ
る
 
 

素
地
と
な
っ
て
い
る
）
っ
 
 

三
 
さ
て
、
右
の
如
き
基
本
視
点
に
基
づ
き
対
物
訴
訟
の
判
例
か
ら
帰
納
 
 

さ
れ
た
、
物
権
の
対
抗
可
能
性
の
特
性
を
、
著
者
は
、
「
現
物
に
よ
る
 
 

（
¢
n
n
p
ど
r
¢
）
」
「
無
条
件
の
（
i
n
O
O
n
d
i
t
i
O
n
か
¢
）
」
「
強
行
的
な
（
邑
i
g
p
言
r
e
）
」
 
 

制
裁
と
い
う
三
つ
の
要
素
と
し
て
示
し
て
い
る
（
P
。
－
N
、
p
．
N
－
¢
言
琵
乳
m
）
。
 
 
 

第
一
の
「
現
物
転
よ
る
」
働
裁
と
は
、
金
銭
等
の
「
代
替
物
に
よ
る
 
 

（
p
巴
二
ざ
已
b
已
昌
t
）
」
制
裁
の
反
対
語
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
、
権
利
侵
 
 

害
の
事
例
に
お
い
て
は
、
侵
害
建
築
の
取
壊
や
目
的
物
の
返
還
、
権
利
衝
 
 

突
の
事
例
に
お
い
て
は
、
法
律
行
為
の
無
効
な
い
し
対
抗
不
能
あ
る
い
は
 
 

担
保
物
権
の
優
先
効
辛
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
債
権
に
関
し
 
 

て
は
、
フ
ラ
ソ
ス
の
不
法
行
為
法
が
金
銭
賠
償
の
原
則
を
と
ら
な
い
た
め
、
 
 

我
が
国
に
お
け
る
よ
う
な
、
債
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求
は
認
め
ら
れ
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る
か
、
と
い
っ
た
問
題
ほ
生
じ
て
こ
な
い
。
も
っ
と
も
∵
物
権
の
対
抗
可
 
 

能
性
が
、
現
物
に
よ
る
制
裁
の
方
法
の
み
を
内
容
と
す
る
の
に
対
し
て
、
 
 

債
権
の
場
合
に
は
、
必
ず
し
も
現
物
に
よ
る
制
裁
が
命
じ
ら
れ
る
わ
け
で
 
 

は
な
い
、
と
い
う
点
に
お
い
て
、
両
者
は
区
別
さ
れ
る
。
 
 
 

第
二
の
「
無
条
件
の
」
制
裁
と
は
、
制
裁
が
、
現
実
の
損
害
の
発
生
の
 
 

有
無
や
、
侵
害
者
の
主
観
的
態
様
（
フ
ォ
ー
ト
（
旨
き
e
）
・
悪
意
（
m
害
さ
i
諾
f
O
i
）
 
 

等
）
を
要
件
と
し
な
い
、
と
い
う
事
理
を
指
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
債
権
 
 

に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ソ
ス
の
判
例
が
、
債
権
者
の
現
実
の
損
害
あ
る
い
は
 
 

侵
害
者
の
主
観
的
態
様
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
 
 

は
、
我
が
国
に
お
い
て
、
物
権
的
請
求
権
と
不
法
行
為
請
求
権
の
差
異
を
 
 

論
じ
た
個
所
、
あ
る
い
ほ
、
債
権
に
基
づ
ぺ
妨
害
排
除
請
求
を
論
じ
た
個
 
 

所
に
お
い
て
説
か
れ
る
と
こ
ろ
と
、
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
 
 
 

第
三
の
「
強
行
的
な
」
制
裁
と
は
、
物
権
に
関
し
て
ほ
、
事
実
審
裁
判
 
 

官
ほ
、
上
述
の
現
物
に
よ
る
制
裁
を
必
ず
命
じ
な
け
れ
は
な
ら
ず
、
こ
れ
 
 

に
違
背
し
た
判
断
は
、
破
毀
院
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
す
る
、
と
い
う
も
 
 

の
で
あ
り
、
著
者
が
、
物
権
の
対
抗
可
能
性
の
特
性
は
、
専
ら
破
毀
院
判
 
 

決
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
割
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
理
由
も
、
 
 

こ
の
点
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
債
権
の
場
合
に
は
、
現
物
に
よ
る
制
 
 

裁
を
命
ず
る
か
金
銭
賠
償
を
命
ず
る
か
の
選
択
ほ
、
当
該
債
務
の
履
行
が
 
 

不
能
か
香
か
と
い
う
基
準
転
成
め
ら
れ
、
右
認
定
は
、
事
実
審
裁
判
官
の
 
 

専
権
に
属
す
る
。
ち
な
み
に
、
債
権
者
の
現
実
の
損
害
の
有
無
あ
る
い
は
 
 

債
権
侵
害
者
の
主
観
的
態
様
に
関
す
る
判
断
も
ま
た
、
事
実
審
裁
判
官
の
 
 

専
権
事
項
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
如
く
、
物
権
の
制
裁
の
特
徴
を
、
債
権
の
そ
れ
と
の
質
的
差
異
 
 

を
念
頭
に
明
確
化
し
ょ
う
と
す
る
レ
ヴ
ィ
の
態
度
は
、
お
よ
そ
全
て
の
権
 
 

利
は
対
抗
可
能
性
を
有
す
る
と
し
、
両
者
の
違
い
を
い
わ
ば
程
度
の
差
に
 
 

過
ぎ
な
い
と
見
る
対
抗
可
能
性
の
一
般
理
論
の
方
向
性
と
ほ
、
基
本
的
態
 
 

度
転
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
も
．
レ
ゲ
ィ
 
 

ほ
、
右
物
権
の
三
つ
の
特
性
は
、
二
言
で
い
う
な
ら
、
物
権
の
「
排
他
性
 
 

（
采
e
－
弓
訂
m
¢
）
」
と
い
う
用
語
で
示
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
主
張
す
る
（
n
。
聾
 
 

－
N
き
邑
ヂ
p
p
．
N
－
乳
邑
己
。
こ
れ
は
、
結
論
的
に
ほ
、
我
が
国
に
お
 
 

け
る
、
†
典
的
な
物
権
・
債
権
の
唆
別
論
を
基
本
的
に
維
持
す
る
見
解
と
 
 

非
常
に
近
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
右
レ
ゲ
ィ
の
主
張
に
つ
い
 
 

て
は
、
以
下
の
点
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
フ
ラ
 
 

ン
ス
に
お
い
て
は
、
立
法
者
も
判
例
も
、
物
権
の
対
抗
可
能
性
を
示
す
表
 
 

現
と
し
て
「
排
他
性
し
と
い
う
用
語
ほ
用
い
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
一
般
的
 
 

と
い
い
得
る
の
は
、
古
典
学
説
以
来
の
「
絶
対
性
（
p
b
邑
邑
賀
¢
）
」
の
用
語
 
 

で
あ
っ
た
点
で
あ
る
（
し
か
し
な
が
ら
、
レ
ゲ
ィ
は
、
絶
対
性
の
用
語
法
は
極
 
 

め
て
多
義
的
で
あ
り
、
対
抗
可
餞
性
の
内
容
を
逝
に
不
明
瞭
な
も
の
に
す
る
、
と
批
 
 

判
し
て
い
る
（
P
。
－
♪
p
p
．
N
N
占
e
）
。
第
l
一
に
、
レ
ヴ
ィ
に
い
う
倉
誓
F
づ
 
 

i
巽
ロ
①
∀
を
、
我
が
国
に
い
う
「
排
他
性
」
と
同
視
し
て
よ
い
か
の
問
題
が
 
 

あ
る
。
例
え
ば
、
そ
の
想
定
す
る
事
例
を
取
り
上
げ
て
み
て
も
、
レ
ヴ
ィ
 
 

の
用
語
法
は
、
彼
に
い
わ
ゆ
る
権
利
「
侵
害
」
事
例
と
権
利
「
衝
突
」
事
 
 

例
の
二
者
を
念
頭
に
置
く
の
に
対
し
て
、
我
が
国
に
あ
っ
て
は
、
専
ら
後
 
 

者
、
即
ち
我
が
国
に
い
わ
ゆ
る
対
抗
問
題
な
い
し
取
引
行
為
の
事
例
の
み
 
5
5
 
’
▲
 
 

を
念
京
に
「
排
他
性
」
 
の
用
語
を
用
い
る
見
解
が
少
な
く
な
い
。
と
も
あ
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れ
、
我
が
国
に
お
い
て
従
来
不
明
瞭
で
あ
っ
た
「
排
他
性
」
概
念
の
内
容
 
 

確
定
に
と
っ
て
は
、
レ
ヴ
ィ
の
見
解
は
大
い
に
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

四
 
我
が
民
法
の
解
釈
論
と
の
関
係
で
ほ
、
更
に
、
権
利
「
衝
突
」
事
例
 
 

に
お
け
る
、
公
示
・
対
抗
要
件
制
度
に
関
す
る
記
述
が
非
常
に
興
味
深
い
。
 
 

と
い
う
の
は
、
レ
ヴ
ィ
は
、
こ
こ
で
、
我
が
旧
民
法
起
草
者
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
 
 

ド
の
見
解
を
積
極
的
に
援
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
n
。
p
 
N
O
り
象
邑
ヂ
 
 

p
p
．
－
0
0
研
e
ご
已
己
。
著
者
は
、
従
来
の
学
説
に
よ
っ
て
無
視
あ
る
い
ほ
批
 
 

判
さ
れ
て
き
た
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
の
見
解
が
、
判
例
に
お
け
る
フ
ロ
ー
ド
説
 
 

か
ら
フ
ォ
ー
ト
説
へ
の
転
換
 
－
 
も
っ
と
も
著
者
ほ
、
今
日
の
判
例
は
 
 

「
現
物
に
ょ
る
」
「
無
条
件
の
」
「
強
行
的
な
」
制
裁
を
命
じ
て
い
る
が
故
 
 

に
、
も
は
や
民
事
責
任
構
成
に
立
っ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
が
（
n
。
．
N
N
－
 
 

き
呂
i
㌔
p
p
．
－
雷
e
t
昌
i
エ
 
ー
 
に
と
っ
て
、
先
駆
的
な
意
味
を
有
し
て
 
 

い
る
と
し
、
そ
の
基
本
視
点
を
次
の
三
つ
に
整
理
す
る
。
即
ち
、
第
一
に
、
 
 

公
示
さ
れ
て
い
な
い
〔
法
律
〕
行
為
（
驚
t
も
の
対
抗
不
能
性
は
、
当
事
者
 
 

の
公
示
義
務
（
d
¢
象
り
d
¢
p
き
守
）
の
不
遵
守
（
i
n
O
b
ひ
汚
さ
t
i
O
n
）
に
対
す
る
潮
 
 

裁
（
芦
弓
旨
邑
で
あ
る
。
第
二
に
、
右
公
示
義
務
の
基
準
は
、
第
三
者
が
 
 

行
為
に
関
し
て
有
す
る
認
識
（
g
n
n
已
琵
賀
＆
の
側
面
と
密
接
に
関
連
す
る
。
 
 

第
三
に
、
公
示
制
度
は
、
右
認
識
に
関
す
る
推
定
（
p
↓
か
筈
m
p
昏
n
）
の
制
度
 
 

を
基
礎
と
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
、
第
一
の
点
に
つ
い
て
。
こ
こ
で
は
、
意
思
主
義
を
は
じ
め
と
す
 
 

る
民
法
典
の
諸
原
則
と
、
一
八
五
五
年
登
記
法
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
公
 
 

示
・
対
抗
要
件
制
度
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
レ
ゲ
ィ
ほ
、
ま
ず
、
民
法
 
 

典
成
立
後
一
入
五
五
年
法
成
立
前
に
お
け
る
！
換
言
す
れ
ば
、
公
示
・
 
 

対
抗
案
件
制
度
を
抜
き
に
し
た
、
民
法
典
の
原
則
の
み
に
よ
る
 
ー
 
「
本
 
 

来
的
な
対
抗
可
能
性
（
O
p
p
O
∽
P
g
i
㌫
弓
i
g
i
P
已
邑
」
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
 
 

る
（
n
。
ご
告
象
邑
㌔
p
p
」
金
各
邑
己
。
即
ち
、
こ
の
時
代
の
判
例
は
、
 
 

民
法
典
の
原
則
が
、
売
買
の
時
点
以
降
、
買
主
は
「
自
己
の
所
有
権
の
完
 
 

全
性
（
p
－
か
n
i
t
已
e
）
」
を
享
受
し
、
従
っ
て
、
買
主
は
「
売
主
の
債
権
者
 
 

〔
－
1
第
二
譲
受
人
を
含
む
〕
の
攻
撃
（
b
き
屋
邑
か
ら
、
自
己
の
取
得
を
守
 
 

る
た
め
の
権
利
及
び
訴
権
を
有
す
る
」
も
の
で
あ
る
旨
を
判
示
し
て
い
る
 
 

（
n
。
－
声
p
」
研
じ
。
即
ち
、
こ
の
時
代
、
二
重
譲
渡
紛
争
は
「
時
に
お
い
 
 

て
先
ん
ず
る
暑
が
権
利
に
お
い
て
優
先
す
る
（
守
i
O
r
 
t
昌
p
弓
e
．
p
邑
O
r
 
 

j
弓
①
）
」
の
法
格
言
に
従
っ
て
処
理
き
れ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
二
重
譲
渡
紛
 
 

争
に
お
い
て
は
第
一
譲
受
人
が
勝
つ
、
と
い
う
の
が
、
民
法
典
の
建
前
だ
 
 

っ
た
わ
け
で
あ
る
（
n
怠
－
の
∽
e
t
－
声
p
．
－
∽
N
）
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
右
民
法
典
の
原
則
に
従
う
と
き
、
隠
れ
た
第
一
譲
渡
 
 

に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
取
引
に
入
ろ
う
と
す
る
第
三
者
が
、
不
測
の
損
害
 
 

を
蒙
る
危
険
が
生
ず
る
。
そ
こ
で
、
一
八
五
五
年
法
は
、
右
当
事
者
間
で
 
 

結
ば
れ
た
行
為
（
警
t
e
）
に
関
す
る
認
識
（
g
n
已
篭
呂
邑
を
第
三
者
に
与
え
 
 

る
た
め
、
公
示
制
度
を
確
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
右
公
示
の
目
的
 
 

促
進
の
た
め
に
ほ
、
公
示
に
非
協
力
的
な
当
事
者
に
対
し
て
制
裁
（
夢
n
？
 
 

t
i
O
n
）
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
公
示
を
強
制
す
る
必
要
が
生
ず
 
 

る
。
そ
の
方
法
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
が
、
対
抗
要
件
儲
虔
で
あ
る
。
も
 
 

っ
と
も
、
「
一
入
五
五
年
法
ほ
、
所
有
権
移
転
が
、
当
事
者
間
に
お
い
て
 
 

も
対
第
三
者
間
に
お
い
て
も
、
契
約
締
結
の
時
点
で
発
生
す
る
と
い
う
、
 
 

民
法
典
の
基
本
原
則
を
維
持
し
て
い
る
」
 
（
n
。
望
○
－
p
．
－
革
。
即
ち
、
対
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抗
要
件
制
度
は
、
民
法
典
の
原
則
の
結
果
、
契
約
時
に
お
い
て
第
一
譲
受
 
 

人
が
有
す
る
万
人
に
対
す
る
対
抗
可
能
性
（
レ
ヴ
ィ
に
い
わ
ゆ
る
「
本
来
的
な
 
 

対
抗
可
能
性
」
）
を
前
掟
と
し
つ
つ
、
例
外
的
に
、
当
事
者
の
謄
記
義
務
 
 

（
d
笥
O
i
r
d
O
t
r
呂
驚
旨
e
）
の
僻
怠
を
要
件
と
し
て
、
一
定
の
第
三
者
と
の
関
 
 

係
で
右
本
来
的
な
対
抗
可
能
性
を
「
失
権
（
d
か
O
g
芦
＆
L
さ
せ
る
制
度
と
 
 

し
て
理
解
さ
れ
る
（
n
。
㌍
－
、
p
．
－
彗
）
。
従
っ
て
、
右
対
抗
不
能
の
例
外
に
 
 

該
当
し
な
け
れ
ば
、
民
法
典
の
原
則
に
還
っ
て
処
理
さ
れ
る
。
一
入
五
五
 
 

年
法
後
の
判
例
も
、
双
方
未
謄
記
の
場
合
に
ほ
、
A
P
已
O
r
t
¢
m
p
O
r
e
…
Ⅴ
 
 

の
一
般
法
転
遮
っ
て
、
第
一
譲
受
人
が
優
先
す
る
旨
を
判
示
し
て
い
る
 
 

（
n
芸
－
讃
⊥
芦
p
p
」
琵
⊥
冨
）
。
こ
の
点
は
、
既
に
我
が
国
で
も
、
滝
沢
車
 
 

代
教
授
ら
に
よ
り
鮨
介
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 
 

だ
が
、
こ
こ
で
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
右
「
失
権
」
 
の
法
 
 

的
性
質
で
あ
る
。
（
n
。
㌍
N
も
．
－
讐
二
▲
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
こ
れ
を
、
当
 
 

事
者
の
謄
記
義
務
の
僻
怠
を
要
件
と
す
る
、
コ
ー
ド
・
シ
ヴ
ィ
ル
一
三
八
 
 

三
条
の
準
不
法
行
為
（
q
ぎ
苧
款
－
i
t
）
と
構
成
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
レ
ゲ
 
 

ィ
は
、
実
定
法
が
新
た
に
登
記
義
務
を
創
設
し
、
右
義
務
違
反
を
要
件
と
 
 

す
る
対
抗
不
能
と
い
う
効
果
を
定
め
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
法
的
性
質
を
 
 

論
ず
る
意
味
は
な
い
と
し
て
い
る
（
n
。
N
－
N
も
．
－
3
。
こ
れ
ほ
、
我
が
国
 
 

の
学
説
に
い
わ
ゆ
る
法
定
制
度
論
あ
る
い
は
法
定
取
得
－
失
権
説
の
主
張
 
 

に
塀
似
す
る
（
も
っ
と
も
我
が
国
の
学
説
は
、
当
事
者
の
登
記
義
務
の
点
に
触
れ
 
 

て
は
い
な
い
）
。
 
 
 

次
に
、
第
二
点
に
つ
い
て
。
フ
P
－
ド
説
の
論
者
ほ
、
登
記
に
よ
る
優
 
 

先
関
係
決
定
原
則
は
、
第
三
者
側
の
善
意
・
悪
意
と
は
そ
も
そ
も
無
関
係
 
 

で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
た
。
我
が
国
の
背
信
的
悪
意
者
排
除
論
の
中
に
 
 

も
、
登
記
制
度
の
目
的
は
、
こ
れ
か
ら
取
引
関
係
に
入
ろ
う
と
す
る
不
特
 
 

定
の
第
三
者
の
保
護
に
存
す
る
の
に
対
し
て
、
対
抗
要
件
制
度
は
、
既
に
 
 

取
引
関
係
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
特
定
の
第
三
者
の
救
済
を
目
的
と
し
、
従
 
 

っ
て
両
制
度
ほ
適
用
領
域
を
異
に
す
る
、
と
い
う
理
由
か
ら
、
善
意
・
悪
 
 

意
不
問
の
結
論
を
導
く
見
解
が
存
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
 
 

ド
及
び
こ
れ
を
引
用
す
る
レ
ヴ
ィ
は
、
右
主
張
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
 
 

反
論
す
る
。
即
ち
、
公
示
御
慶
は
、
そ
も
そ
も
隠
れ
た
手
渡
を
、
こ
れ
を
 
 

知
ら
な
い
第
一
二
者
に
知
ら
せ
る
た
め
の
制
度
で
あ
っ
て
、
知
っ
て
い
る
者
 
 

に
対
し
て
知
ら
せ
る
た
め
の
制
度
で
は
あ
り
得
な
い
。
一
方
、
対
抗
要
件
 
 

主
義
は
、
こ
の
よ
う
な
公
示
の
目
的
を
促
進
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
設
 
 

け
ら
れ
た
制
度
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
か
か
る
目
的
と
手
段
の
関
係
か
ら
す
 
 

れ
ば
、
対
抗
要
件
御
慶
の
適
用
を
受
け
る
者
の
範
囲
は
、
公
示
制
度
が
保
 
 

護
し
ょ
う
と
す
る
者
の
範
囲
、
即
ち
善
意
老
に
必
然
的
に
限
定
さ
れ
て
く
 
 

る
（
n
。
㌍
∽
．
p
．
－
宗
）
。
 
 
 

以
上
の
如
く
、
公
示
・
対
抗
要
件
制
度
の
各
々
の
目
的
、
及
び
、
両
者
 
 

間
に
認
め
ら
れ
る
密
着
し
た
関
係
を
正
確
に
理
解
す
る
と
き
、
第
一
譲
渡
 
 

の
対
抗
不
能
と
い
う
効
果
発
生
の
た
め
に
は
、
第
三
者
の
善
意
が
要
件
と
 
 

な
っ
て
い
る
、
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
が
民
法
一
 
 

七
七
条
と
同
様
、
フ
ラ
ソ
ス
法
に
お
け
る
対
抗
要
件
主
義
の
規
定
は
、
登
 
 

記
の
欠
鉄
を
要
件
と
し
て
対
抗
不
能
の
効
果
が
発
生
す
る
、
と
規
定
し
て
 
 

い
る
の
で
あ
っ
て
、
善
意
を
要
件
と
し
て
対
抗
不
能
の
効
果
が
発
生
す
る
、
膨
 
 

と
は
規
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
か
。
こ
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こ
で
援
用
さ
れ
る
の
が
、
第
三
の
「
推
定
」
構
成
で
あ
っ
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
 
 

ー
ド
及
び
レ
ゲ
ィ
は
、
対
抗
要
件
主
義
の
条
文
が
、
本
来
的
な
要
件
で
あ
 
 

る
は
ず
の
善
意
で
は
な
く
し
て
、
登
記
の
欠
放
と
規
定
し
て
い
る
の
は
、
 
 

「
第
一
譲
受
人
の
登
記
の
欠
放
か
ら
第
三
者
の
善
意
を
推
定
す
る
L
と
い
 
 

ぅ
推
定
規
定
を
、
黙
示
的
に
 
ー
 
レ
ゲ
ィ
の
言
に
依
拠
す
る
な
ら
「
結
晶
 
 

化
さ
れ
た
（
邑
宮
邑
泳
ご
形
で
 
ー
 
包
摂
し
て
い
る
た
め
と
考
え
る
（
n
。
㌍
∽
、
 
 

p
．
－
登
。
右
理
解
に
立
つ
と
き
、
フ
P
－
ド
説
と
フ
ォ
ー
ト
説
の
対
立
は
、
 
 

右
結
晶
化
さ
れ
た
善
意
の
法
律
上
の
推
定
（
p
卦
O
m
p
t
i
O
n
－
か
g
已
e
）
に
対
す
 
 

る
、
悪
意
の
反
対
証
明
の
可
否
の
問
題
と
し
て
把
撞
さ
れ
る
。
周
知
の
如
 
 

く
、
フ
ラ
ン
ス
法
疫
お
け
る
「
法
律
上
の
推
定
」
 
は
、
反
対
証
明
を
認
め
 
 

な
い
「
覆
滅
し
得
な
い
推
定
（
p
r
か
写
m
p
t
i
O
n
i
象
f
r
董
邑
♪
p
r
蓋
喜
p
t
ど
 
 

j
邑
n
各
d
¢
j
弓
¢
）
」
と
、
反
対
証
明
を
許
容
す
る
「
覆
滅
し
得
る
推
定
 
 

（
p
r
か
若
ヨ
p
t
i
O
n
r
鷲
r
董
p
荘
①
）
」
 
（
「
単
純
推
定
（
p
乱
写
m
p
t
i
昌
乳
m
p
－
e
）
L
と
も
）
 
 

と
い
う
、
ロ
ー
マ
法
以
来
の
区
別
を
維
持
し
て
い
る
が
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
 
 

ら
に
よ
れ
ば
、
覆
滅
し
得
な
い
推
定
か
単
純
推
定
か
は
、
当
戟
推
定
が
「
公
 
 

序
（
○
邑
遷
p
き
ー
i
e
）
」
な
い
し
二
般
的
利
益
（
i
n
t
か
曇
g
か
n
か
r
邑
」
些
関
 
 

わ
る
か
香
か
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
さ
れ
る
。
即
ち
、
フ
ロ
ー
ド
説
は
、
公
 
 

示
・
対
抗
要
件
制
度
が
公
序
に
関
す
る
親
定
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
悪
 
 

意
の
反
対
証
明
を
認
め
な
い
の
に
対
し
て
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
少
な
く
 
 

と
も
二
重
諌
受
人
間
の
紛
争
で
は
私
益
の
み
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
 
 

を
理
由
に
、
反
対
証
明
を
許
容
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
著
者
は
、
 
 

ポ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
説
に
全
面
的
に
賛
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
、
 
 

ポ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
が
、
反
対
証
明
の
方
法
を
自
白
及
び
宣
誓
に
限
定
し
て
い
 
 

る
点
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
が
、
法
律
上
の
推
定
の
概
念
 
 

を
覆
滅
し
得
な
い
推
定
と
同
一
視
し
た
結
果
、
専
ら
覆
滅
し
得
な
い
推
定
 
 

を
念
頭
に
こ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
と
批
判
す
る
（
n
。
巴
m
ら
一
望
し
。
他
方
、
 
 

覆
滅
し
得
な
い
推
定
か
否
か
の
基
準
を
公
序
に
求
め
る
点
に
つ
い
て
も
、
 
 

レ
ゲ
ィ
ほ
批
判
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
法
律
上
の
推
定
は
、
多
か
れ
 
 

少
な
か
れ
常
に
公
序
に
関
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
n
。
巴
p
P
－
革
。
 
 

そ
こ
で
彼
は
、
石
基
準
に
代
え
て
、
「
立
法
理
由
」
及
び
「
推
定
の
結
果
 
 

に
関
す
る
自
由
な
討
論
を
認
め
る
こ
と
が
不
可
避
的
か
香
か
、
重
要
か
香
 
 

か
、
危
険
な
ほ
ど
強
力
か
香
か
、
法
律
の
最
終
日
的
の
保
証
が
な
さ
れ
る
 
 

か
香
か
」
と
の
基
準
を
提
示
し
、
反
対
証
明
の
可
否
は
、
公
示
の
要
請
が
、
 
 

右
基
準
の
程
度
ま
で
到
達
し
て
い
る
か
香
か
と
い
う
観
点
か
ら
決
せ
ら
れ
 
 

る
と
主
張
す
る
（
n
。
泣
面
p
．
－
買
n
。
N
－
p
p
．
－
箋
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
我
が
国
に
お
い
て
、
旧
民
法
下
で
は
認
め
ら
れ
て
い
た
 
 

「
覆
滅
し
得
な
い
推
定
L
概
念
は
、
現
行
民
法
立
法
過
程
に
お
い
て
、
ド
 
 

イ
ツ
法
の
影
響
を
受
け
、
「
擬
制
（
看
傲
ス
）
」
 
の
用
語
に
置
き
換
え
ら
れ
 
 

た
が
、
梅
謙
次
郎
は
、
一
七
七
粂
の
構
造
に
つ
き
、
登
記
か
ら
第
三
者
の
 
 

善
意
・
悪
意
を
「
看
傲
ス
」
と
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
、
以
上
の
如
き
、
 
 

対
抗
要
件
主
義
の
「
推
定
」
構
成
は
、
現
行
一
七
七
粂
に
つ
い
て
も
充
分
 
 

成
り
立
つ
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
 
 

て
も
、
本
書
に
お
け
る
レ
ゲ
ィ
の
主
張
は
、
我
が
国
の
解
釈
論
に
と
っ
て
 
 

重
要
な
素
材
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
 
 

七
戸
 
克
彦
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